
 

 

 

和歌山市では、「令和６年度食品衛生監視指導計画」に基づき食品取扱施設への立入検査及び食品等

の収去検査を実施しました。 

このたび、令和６年度の実施結果をとりまとめましたので報告します。 

 

１ 監視指導を実施すべき事項 

（１）食品衛生法に基づく営業許可施設等 

食品に起因する健康被害の発生を未然に防止するため、許可営業施設及び集団給食施設等の届出

施設を対象として、その業種・業態毎に過去の食中毒の発生頻度、製造・販売される食品の流通の

広域性及び営業の特殊性を考慮し設定した年間の目標監視回数に基づき立入検査を実施しました。 

また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況について確認し、食品等事業者の規模や事業内容

に応じ、必要な指導を行いました。                    
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（２）重点監視指導施設 

病院等において、「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日衛食第８５号厚生省生

活衛生局長通知別添）」に基づき、監視指導を行い、衛生管理状況の確認のため、施設内ふきとり検

査（冷蔵庫取手、蛇口取手、シンク等）を実施しました。 

また、大量調理施設に該当しない集団給食施設や広域流通食品等製造施設、弁当調製施設等につ

いても、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況を確認しました。 
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２ 食品等の収去検査に関する事項 

市内において生産、製造、加工等される食品等を中心とし、市内及び全国的な違反状況、問題発生

状況等を勘案して、食品衛生法等に基づく検査を実施しました。 
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魚介類 生食用かき、生食用魚介類 １４ ２８ ０   

魚介類加工品 魚肉ねり製品、しらす ２ １０ ０   

食肉 １２ ３６４ ０   

食肉製品及び食肉加工品  ５ ３５ ０   

卵及びその加工品 ５ １６０ ０   

乳、乳製品及び乳類加工品（アイスクリーム類除く） ５ ２８ ０   

アイスクリーム類・氷菓 ５ １８ ０   

めん類 ９ ３６ ０   

菓子類 １０ ７５ ０   

野菜・果実及

び加工品 

野菜及び果実（輸入、国産） ３２ ４，１４４ ０   

豆腐 ３ １２ ０   

漬物 ４ ２４ ０   

その他の食品 弁当、そうざい、学校給食等 ５０ ２６５ ０   

冷凍食品 ５ １０ ０   

清涼飲料水 ５ １８ ０   

ふきとり検査（大量調理施設等） ９０ ２６０ ０   

合計 ２５６ ５，４８７ ０   

 

３ 食中毒等健康危害発生時の対応に関する事項 

「和歌山市食中毒調査マニュアル」に基づき、関係部局と密接な連携を図るとともに、被害拡大  

防止のため、迅速な原因究明の実施、必要な情報の公表等に努めました。 

また、食中毒予防の観点から、食中毒発生状況については情報提供を行いました。 



発生日 
摂食者

数 

患者

数 
原因食品 病因物質 

原因施

設 

営業停止 

（措置） 

４月４日 １２ ７ 
４月２日～３日に当該飲食店

で提供された食事 
ノロウイルス 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止） 

４月１２日 ６ ６ 
４月１１日～１２日に当該施

設で製造された弁当 
ノロウイルス 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止） 

９月２２日 ４ ４ 
９月１０日に当該飲食店で提

供された食事 

カンピロバクター 

・ジェジュニ 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止） 

１１月１１日 ３ ２ 
１１月８日に当該飲食店で提

供された食事 

カンピロバクター 

・ジェジュニ 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止) 

１２月２２日 １９ ６ 
１２月１９日に当該飲食店で

提供された食事 

カンピロバクター 

・ジェジュニ 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止) 

２月９日 ３ ３ 

生かき（推定、２月８日に当該

飲食店で提供された生かきを

含む食事） 

ノロウイルス 
飲食店

営業 

２日間 

（営業停止) 

２月１２日 １３９ ５６ 
２月１１日及び２月１４日に

当該施設で提供された食事 
ノロウイルス 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止) 

２月１７日 ６ ６ 
２月１５日に当該飲食店で提

供された食事 
ノロウイルス 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止) 

３月１０日 ２３ １９ 
３月９日に当該施設で提供さ

れた食事 
サポウイルス 

飲食店

営業 

１日間 

（営業停止) 

３月３１日 １１ ６ 
３月２８日に当該飲食店で提

供された食事 

カンピロバクター 

・ジェジュニ 

飲食店

営業 

３日間 

（営業停止) 

 

４ 食品等事業者自らが実施する衛生管理に関する事項 

食中毒予防等の衛生知識を普及啓発するため、食品事業者等を対象とした講習会を実施しました。 

また、(一社)和歌山県食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会に講師を派遣しました。  

対象 開催回数 受講人数 

営業者等 ２回 ２５人 

集団給食施設 １回 ５７人 

出前講座 ２回 ６３人 

食品衛生責任者（養成・実務）講習会 ５回 ２６８人 

計 １０回 ４１３人 

 

５ 消費者への食品等による危害発生防止のための情報提供 

家庭での食中毒発生を未然に防止するため、家庭における食品の衛生的な取扱いに関し、広報誌、



ホームページ、ＳＮＳ、ラジオを通じて普及啓発を行いました。 

媒体 広報誌 ＳＮＳ ラジオ 

掲載回数 １０回 １６回 ２回 

 

 


